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第１ 総則

１ 目的

「徳島県危機管理対処指針 （以下「本指針」という ）は、危機事象発」 。

生時における県民の生命、身体及び財産への被害を防止及び軽減を図るた

め、日常における事前対策並びに危機事象発生後の各段階に応じた応急対

策、事後対策の確実な実施を含め、本県における危機管理の基本的枠組み

を示すものである。

２ 危機事象

図：本指針の対象とする危機事象

（１）本指針の対象とする危機事象の範囲

本指針が対象とする危機事象は、県民の生命、身体若しくは財産に被

害が生じ、又は被害が生ずる恐れがある事象とする。

ただし、被害が直接的、突発的でない事象、並びに財政危機、経済危

機及び県の組織運営危機に関する事象等は除くものとする。
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法令等により危機管理マニュアルの
作成が義務づけられている危機事象
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その他の危機事象
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徳島県地域防災計画

徳島県石油コンビナート等
防災計画

徳島県国民保護計画

食の安全 徳島県食の安全・安心基本指針
例

例

危機管理マニュアルの内容を
本指針に優先して適用する

当面、危機管理マニュアルの内容を
本指針に優先して適用するが、
今後、本指針との整合性を図るよう
検討する
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（２）各種危機管理マニュアルとの関係

本指針は、本指針が対象とするすべての危機事象に適用する。

ただし、法令等による義務づけによって危機管理マニュアル（危機事

象に対応するための計画やマニュアル等をいう。以下同じ ）が作成済。

みであり、その危機管理マニュアルに本指針と異なる内容が記載されて

いる場合においては、その内容を本指針に優先して適用するものとする。

また、既に整備されている危機管理マニュアルと本指針の内容に齟齬

がある場合においては、当面、当該危機管理マニュアルを優先適用する

こととするが、今後、本指針との整合性を図るよう検討を進めるものと

する。

なお、危機管理会議は、既存の危機管理マニュアルと本指針との整合

性を図るため、今後、危機管理体制の整理・統合等を含め、検討を進め

るものとする。

（３）所管部局と危機事象の取扱い

図：所管部局が明確な危機事象の取扱い

ア 所管部局が不明確な危機事象の取扱い

所管する部局が不明確な危機事象や、複数の部局が関係し全庁的な

対応が求められる危機事象が発生した場合には、危機管理会議による

対処を行うものとする。

イ 所管部局が明確な危機事象の取扱い

所管する部局が明確な危機事象への対応（通常業務により対応する

場合や、県民への被害が軽微な危機事象への対応を含む）については、

所管部局が不明確な
危機事象の場合

所管部局が明確な
危機事象の場合

危機管理会議により
対処を行う

所管部局の責任により
主体的な対処を行う
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本指針の内容にかかわらず、所管部局の責任において主体的に対応を

行うことを基本とする。

この場合においても、所管部局は、以下の点に留意するものとする。

① 想定される危機事象については、危機管理マニュアルを整備するこ

と。

② 危機事象発生時においては、適時、状況を危機管理局へ報告すると

ともに、全庁的な情報の共有化や部局を越えての連携・協力の必要が

ある場合には、危機管理会議の招集を求めること。

③ 所管が明確であっても、県民の生命、身体及び財産に直接的かつ重

大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある危機事象の場合には、単独

の部局だけで対応するのではなく、本指針に基づき、危機管理会議を

つうじて、全庁的な情報共有化や連携・協力体制を確保すること。

３ 部局

（１）本指針を適用する部局の範囲

本指針の適用を受ける部局の範囲は、危機管理局、企画総務部、県民

環境部、保健福祉部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、南部総合

県民局、西部総合県民局、企業局、病院局及び教育委員会（以下「各部

局」という ）とする。。

（２）その他諸局との関係

その他諸局については、危機事象発生において、各部局と協力して対

処を行うとともに、所管する業務に関連して発生した危機事象への対処

については、本指針に準じた対応を行うものとする。

（３）徳島県警察本部との関係

危機管理会議は、徳島県警察本部と、平素から危機管理に関する情報

の交換を行うとともに、危機事象発生時においては、必要に応じて協力

を求めるものとする。
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４ 外部機関との連携・協力

危機管理会議及び危機管理局は、危機事象に関する情報収集や、危機事

象発生時の対処を適切に図るため、平素から、国、市町村、大学、企業研

究機関や各種団体等との連携・協力体制の強化を図るものとする。

５ 本指針の見直し

危機管理会議は、本指針の内容及び有効性を常に検証し、必要に応じて

柔軟に見直しを行うものとする。
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第２ 危機管理体制

１ 基本的な考え方

（１ 「責務 「連携 「協力」） 」 」

危機事象への対応は、一部の職員の能力や意欲だけに依存するのでは

なく、組織として対応することを基本とし、一定水準の危機管理対応の

レベルを保持するものとする。

そのため、本県においては、以下に掲げる「責務 「連携 「協力」の」 」

考え方を踏まえ、平素から全庁的な危機管理体制の整備を図るものとす

る。

「 「 」の考え方表： 責務 連携 協力「 」 」

区 分 考 え 方

責 務 危機事象発生時において、県が担うべき役割及び責任を明確に

認識した上で、危機管理対応を行うこと。

連 携 危機事象への対応は、担当の課や担当職員だけで行うのではな

く、部局内の各課・室で連携し、組織的に行うことを原則とする

こと。

また、関係する部局が複数にまたがる場合においても、県とし

て一体的な取組を確保すること。

協 力 発生した危機事象に直接関係のない部局や職員であっても、全

庁的な取組のなかで、一定の役割を果たすべきであること。

（２）危機管理体制の構築の考え方

本県においては、危機管理体制の構築の基本的な考え方は次のとおりと

する。

① 危機管理に対する組織対応は 「部局」を基礎的な単位として実施、

することを原則とする。そのため、各部局に、各部局の危機管理への

取組を総括する危機管理主任者を設置する。

② 本県における全庁的な危機管理体制は、政策監のもとに各部局の危
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機管理主任者等により構成される常設の組織である徳島県危機管理会

議（以下「危機管理会議」という ）を中心として対応することを基。

本とする。

③ 重大な危機事象発生時においては、知事を本部長とする徳島県危機

管理対策本部（以下「危機管理対策本部」という ）を設置し、全庁。

的な応急対策等を迅速に実施する。

図：危機管理体制の全体像

２ 政策監の役割

政策監は、知事を補佐し、県における危機管理を総括する。

また、政策監は、危機管理会議を主管するとともに、危機管理調整費の

支出の決定を行うものとする。

３ 危機管理会議の役割

（１）設置

危機管理に関する全庁的な連携・協力の強化、及び情報の共有化・一

元化を確保するため、危機管理会議を設置する。

政策監

危機管理局長

危機管理主任者等

知　事

危機管理会議

県警本部

各部局

本部長：知　事

副本部長
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の体制
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応
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危機管理会議は、常設の組織とする。

（２）所管事項

危機管理会議は、次の事項を所管する。

① 全庁的な危機管理体制の構築

② 危機管理対処指針の策定及び見直し

③ 県職員の危機管理意識の向上を図るための研修や啓発

④ 危機事象発生時における各部局に対する助言・支援

⑤ 危機管理調整費に関すること など

（３）構成員

危機管理会議は、政策監が主管し、危機管理局長を座長として、各部

局の主管課長等により構成する。

（４）招集

危機管理会議は、必要に応じて、座長である危機管理局長が招集する。

なお、各部局において、危機管理会議の招集を求める場合には、危機

管理局長へ招集を要請するものとする。

（５）事務局

危機管理会議の事務局は、危機管理局企画課に置く。

（６）その他

その他、危機管理会議に関し必要な事項は 「徳島県危機管理会議の、

設置及び運営に関する要綱 （⇒資料③）で定めるものとする。」

４ 各部局と危機管理主任者の役割

（１） 各部局の役割

危機管理対応の基礎的な単位となる部局は、次の役割を担うものとす

る。
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① 部局内の危機管理に係る推進方針の検討、連絡・推進体制の確立

② 部局内の危機事象に関する情報の収集及び分析

③ 部局内の危機管理マニュアルの計画・実行・検証

④ 部局が所管する業務に係る危機事象発生時の初動の対処

⑤ 部局内の職員の研修・訓練

（２）危機管理主任者

各部局に、各部局の危機管理への取組を総括する危機管理主任者を置

く。

危機管理主任者は、次の役割を担うものとする。

① 部局内の危機管理の実行を推進し、進捗を管理する。

② 危機管理に関する部局内の情報収集、分析及び関係部局への対応を

指示する。

③ 危機発生時において、部局長の指示に基づき対処方針を検討・実施

すること及び部局内の調整を行うこと。

④ 全庁的な危機管理情報を危機管理会議で共有し、部局内への周知徹

底を図る。

⑤ 関係部局や関係機関との連絡調整を行うこと。

５ 危機管理対策本部の役割

（１） 設置.
危機管理対策本部は、県民の生命、身体又は財産に重大な損害を与え、

若しくは県政の円滑な運営に深刻な支障が生じる危機事象発生時又は発

生するおそれがある場合に設置する。

.
（２）組織

① 対策本部は、知事を本部長とし、副本部長及び本部員を置く。

② 対策本部における班編制等については、徳島県災害対策本部の例に

従って行うことを原則とするが、具体的な危機事象の状況に応じて、

以下に掲げる「危機管理対策本部における班別構成例」等を参考に、
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総務班、対策班、情報班、広報班等を設置するなど、柔軟な組織編成

を行うものとする。

③ 応急対策を迅速かつ的確に実施するために必要な場合には、現地対

策本部を設置する。

表：危機管理対策本部における班別構成例

班 名 分 掌 事 務

総 務 班 ① 危機管理対策本部の運営

② 会議資料及び記録の作成保管

③ 国・市町村等の関係機関との連絡調整 など

対 策 班 危機事象の分析①

対処方針・応急対策の検討②

応急対策実施の調整 など③

情 報 班 国・市町村等の関係機関からの情報収集①

被害状況の取りまとめと報告・伝達②

通信手段の確保 など③

広 報 班 報道提供資料の作成①

報道機関の対応②

県民等への広報③

県民からの相談の対応 など④

（３）主な事務

① 対策の決定及び実施に関すること。

② 関係機関等との情報収集、情報共有及び連絡調整に関すること。

③ 広報等に関すること。

.
（４）その他

その他、危機管理対策本部に関し必要な事項は 「徳島県危機管理対、

」 。策本部の設置及び運営に関する要綱 （⇒資料④）で定めるものとする



－ －10

第３ 段階ごとの危機管理対応

１ 危機管理対応の各段階

危機管理対応においては、時系列に応じて、事前・応急・事後の各段階

に応じた対策を実施する。

ただし、各対策の内容は、危機事象により大きく異なるものと考えられ

る。そのため、より具体的な内容は、各部局で作成される危機管理マニュ

アルにおいて記載されることを想定しており、本指針においては、基本的

な考え方のみを提示するものとする。

図：危機管理対応の各段階

２ 事前対策

発生の予測が極めて困難な危機事象の発生に、迅速かつ的確に対処する

ためには、すべての部局が「危機管理の視点」をもって平素の業務を遂行

することが必要となる。

そのため、各部局及び危機管理会議は次のような事前対策を実施するも

のとする。

なお、これらの取組については、各部局において、年度ごとに定期的に

実施し、その進捗について危機管理会議に報告するものとする。

（１）情報連絡体制の整備

ア 部局間の緊急連絡網の整備

危機管理会議は、危機事象発生時おいて、迅速な情報収集を図るた

め、あらかじめ「緊急連絡網 （⇒資料①）の様式に基づき、携帯電」
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前
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話等による各部局との情報連絡体制を整備する。

イ 部局内の連絡体制の整備

部局内の連絡体制については、各部局において構築するものとする。

この場合、相手方が不在の場合や夜間・休日の場合においても適切

に対応できるよう留意するものとする。

ウ 携帯電話等の常時携行

危機事象発生の情報を受けることとなっている職員は、夜間休日等

における突発的な危機事象発生に備え、携帯電話等を常に携行するよ

う努めるものとする。

（２）危機管理マニュアルの整備

危機事象に対して組織的な対応を図るためには、想定される危機事象

への危機管理マニュアルの作成は、極めて有効である。

そのため、各部局は、危機管理マニュアルの整備に向け、次のような

取組を行うものとする。

ア 危機事象の洗い出し

各部局は、対応の必要となる想定危機事象を、国からの情報や、他

の都道府県での発生状況等を踏まえ、洗い出し及びその見直しを行う。

イ 危機管理マニュアルの作成

各部局は、洗い出した想定危機事象ごとに危機管理マニュアルを作

成する。

なお、危機事象発生時における県の役割が情報収集に限定されるよ

うな場合においては、マニュアル整備の必要はないが、このような場

合においても 「危機管理マニュアル基本シート （⇒資料②）を参考、 」

にして、対応手順を整理する。
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ウ 進捗管理

各部局は、部局内の危機管理マニュアルの整備状況について、把握

するものとする。

また、危機管理会議は、全庁的な進捗状況を把握するため、必要に

応じ、各部局からの状況の報告を求めるものとする。

エ 危機管理マニュアルの見直し

既に整備されている危機管理マニュアルについても、定期的に見直

しを行うものとする。

また、各部局及び危機管理会議は、危機事象発生時においては、危

機管理マニュアルが有効に機能したかどうかを検証するものとする。

（３）研修・啓発

ア 職員の危機管理意識の向上

各部局は、平素から危機管理に関する研修の実施や、危機管理マニ

ュアルの整備、他の都道府県での危機事象発生等の情報収集を行うこ

と等により、職員の危機管理意識の向上を図るものとする。

イ 危機管理講座の開催等

危機管理会議は、危機管理に関して専門的な知識を持つ者を招いた

危機管理アドバイザーを登録するとともに、職員の意識啓発のための

危機管理講座を開催するものとする。

（４）その他

ア 訓練・備蓄

危機管理会議及び各部局は、危機事象の発生を想定した招集訓練・

運用訓練や、想定される危機事象に応じた必要な資機材の備蓄・管理

に努めるものとする。
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イ 関係機関との連携

各部局は、危機事象発生時における国の機関や市町村、各団体等の

関連機関との連携を確保するため、平素からの定期的な情報交換等に

努めるとともに、緊急時の連絡先等を把握する。

３ 応急対策

（１）初動の対処

危機事象発生時においては、県民の生命、身体及び財産への被害を最

小にとどめるため、迅速な情報収集・連絡を行い、県として適切な対処

をとりうる体制を早急に整備・確立するものとする。

そのため、各部局及び危機管理会議は次のような初動の対処を実施す

るものとする。

ア 情報収集・連絡の確保

（ア）危機事象発生の報告

危機事象の発生を知った職員は、あらかじめ整備された連絡体制

に従い、以下に掲げる「情報の収集項目例」に掲げる情報等を所属

部局へ直ちに報告するものとする。

表：情報の収集項目例

・危機事象発生時の状況

・被害の発生状況

・被害の拡大に関する予測

・県、関係機関等が行った（行っている）対処の状況

・地域住民の避難の状況

・その他特に留意すべき事項

その際、危機の詳細が分からなくとも、完全な報告にこだわるこ

となく、まず速報を入れることを優先し、その後、訂正・追加する
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ことを基本とする。

また、休日・夜間や何らかの事由により、所属部局へ連絡が取れ

ない場合においても、各部局の危機管理主任者又は危機管理局等に

直接連絡するなど、臨機応変の対処を行い、連絡が取れない状況を

確実に回避することに留意する。

（イ）各部局の対処

報告を受けた各部局は、危機管理主任者に情報を集約するととも

に、逐次の情報を収集するため、情報収集の担当職員を定め、定期

的な報告を指示するものとする。

また、必要に応じて、情報収集のため職員を現場に派遣するもの

とする。

（ウ）危機管理主任者の対処

危機管理主任者は、軽微な場合を除き、集約した情報を危機管理

局へ報告する。

また、必要に応じて、危機管理局長に対し、危機管理会議の招集

を要請する。

（エ）政策監への報告

危機管理局は、各部局から危機事象発生の報告を受けた際には、

速やかに政策監へ報告するものとする。

イ 危機事象に対処する体制の確立

（ア）体制の選択

危機事象発生時に整備すべき体制（以下「対策本部等」という）

には、以下に掲げる区分が考えられる。

それぞれの招集・設置の判断権者は、収集した情報等をもとに、

いずれを選択すべきかについて、速やかに決定し、体制を確立する。

なお、対策本部等は、事態の推移に応じ、適時、体制を移行する。
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表：対策本部等の体制の区分

区 分 招集・設置の判断権者 備 考

①各部局のみ 各部局の長 軽微な場合を除き、対

による対処 処状況につき、危機管

理局へ報告

②危機管理会議 政策監・危機管理局長 各部局からの危機管理

による対処 会議招集要請は可能

③危機管理対策本部 知事・政策監・危機管 重大な危機事象発生時

による対処 理局長 に設置

（イ）職員の動員

対策本部等における職員の動員については、当初から可能な限り

の人員を投入し、事態を正確に把握できた時点で、適切な人員に縮

小するなどの措置をとることを基本とする。

（ウ）各部局の役割分担

危機管理対策本部設置時における各部局の具体的な役割分担につ

いては、所管業務との関連や 「徳島県災害対策本部運営規程」を、

参考にして、危機管理対策本部において決定するものとする。




